
新型コロナウイルス感染症の対応フロー

検温実施

【体温が37.4度以下の場合】 
→　風邪症状を確認 
（咳・喉の痛み・倦怠感・頭痛等）

【体温が37.5度以上の場合】 
出勤停止 

→上長へ検温結果・体調等を報告

風邪症状なし 通常勤務

風邪症状あり

【37.5度以上が4日以上続く場合】 
・新型コロナ受診相談窓口 
　（帰国者・接触者相談センター）へ連絡 
・新型コロナ受診相談窓口へ連絡した結果を上長へ報告

【当該社員】 
出勤停止 

（主治医の指示通り治療継続）
【社内濃厚接触者】 

1. 体調に異常がある者 
→ 2週間の自宅待機 
2. 体調に異常がない者 
→ 1週間の自宅待機

検温フォーム
入力投稿 上長へ 

報告相談

陰性の場合 陽性の場合
PCR検査の結果を上長へ報告受診結果を上長へ報告

治療継続 
↓ 

病状回復 
病院を受診し診断書を取得

PCR検査の対象と 
ならなかった場合
近隣医療機関等受診

PCR検査の必要が
ある場合

指定医療機関受診

診断書を上長へ提出 
↓ 

職場復帰

①出勤前

②出勤後 
体調不良発生時

状態を見て帰宅指示 
を出す

【37.5度以上が3日
以内】

近隣医療機関受診
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濃厚接触者と認定された場合へ

受診結果が新型コロナウイルス
感染症以外の場合

受診結果が新型コロナウイルス
感染症を疑われる場合

新型コロナウイルスと関連性が
ないため、通常時の対応とする
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新型コロナウイルス感染症の対応フロー

保健所による 
濃厚接触者の認定 
出勤停止

【濃厚接触者と認定された場合】
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＊可能な限りテレワークを 
実施し休暇を回避

指定医療機関受診

陰性の場合 陽性の場合
PCR検査の結果を上長へ報告

【当該社員】 
出勤停止 

（主治医の指示通り治療継続）

体調に異常がある者 
→ 2週間の自宅待機

治療継続 
↓ 

病状回復 
病院を受診し診断書を取得
診断書を上長へ提出 

↓ 
職場復帰

体調に異常がない者 
→ 1週間の自宅待機 
Or テレワーク

上長へ体調状態を報告 
↓ 

職場復帰

【濃厚接触者の定義】 
・新型コロナウイルス感染者と同居あるいは長時間の接触 
　(車内、航空機内等を含む)があった者 
・新型コロナウイルス感染者の気道分泌液もしくは体液等 
　の汚染物質に直接触れた可能性の高い者 
・その他: 手で触れること又は対面で会話することが可能 
　な距離(目安として2m)で必要な感染予防策なしで感染者 
　と接触があった者 

＊実際の濃厚接触者の特定は保健所職員が行う
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新型コロナウイルス感染症の対応フロー

【同居家族が37.5度以上の発熱がある場合】 
→上長へ同居家族の体調を報告 

同居家族のPCR検査結果が出るまで 
自宅待機 or テレワーク

【37.5度以上が4日以上続く場合】 
・新型コロナ受診相談窓口 
　（帰国者・接触者相談センター）へ連絡 
・新型コロナ受診相談窓口へ連絡した結果を上長へ報告

陰性の場合 陽性の場合
家族の検査結果を上長へ報告

【当該社員】 
検査結果を確認した 
翌日から通常勤務

PCR検査の必要が
ある場合

指定医療機関受診

【当該社員】 
同居家族が体調回復し、PCR検査の
結果が陰性を確認するまで出勤停止 

↓ 
同居家族が回復したら、病院を受診

し、診断書を上長へ提出
上長は診断書を確認し、復職を判断

【同居家族が感染を疑われる場合】

【同居家族が濃厚接触者に認定された場合】 
→上長へ状況を報告 
自宅待機 or テレワーク

PCR検査の対象と 
ならなかった場合
近隣医療機関等受診

同居家族の受診結果を 
上長へ報告

上長は受診結果を確認
し、出勤許可を判断

【37.5度以上が3日
以内】

近隣医療機関受診
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＊可能な限りテレワークを 
実施し休暇を回避

本人も濃厚接触者と認定された
場合 

濃厚接触者と認定された場合へ
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